
 

 

松原市重度障害者等リフト付きタクシー料金助成券利用案内 
 
松原市では、車椅子のまま乗れるリフト付きタクシーを利用する場合に料金を 

助成する制度があります。 
ただし、中型タクシーの助成と同時に受けることはできませんので、「松原市  

障害福祉タクシー助成券」をお持ちの方で、リフト付きタクシーを利用希望される
方は、交換していただく必要があります。 
 
①  リフト付きタクシーとは…… 
  車椅子やストレッチャーのまま乗降車できるタクシーで、介護等で乗降される

方の座席もあります。 
詳しくはタクシー会社各営業所にお問い合わせください。 

 
②  対象者  
  在宅で身体障害者手帳〔1・2 級〕または、特定医療費（指定難病）受給者証

の交付を受けている方 
 
③ 助成金額 

１回の利用につき、1枚1,400円を助成。 
ただし、料金が1,400円を下回る場合は、その額が助成額です。 

 
④ 交付枚数 

１か月につき２枚の交付枚数であり申請時に有効期限までの交付枚数をまとめ
てお渡しします。（例：４月申請の場合２４枚交付、５月申請の場合２２枚交付） 

 
⑤ 利用方法 

裏面記載のタクシー会社に、事前に電話等で予約し、利用の際に「松原市重度
障害者等リフト付きタクシー助成券」と、乗車料金から 1,400 円を差し引い
た金額（料金が 1,400 円を下回る場合はその金額）を乗務員にお支払いくだ
さい。 

 
⑥ 身体障害者等割引との併用 

リフト付きタクシー助成券と、タクシー協会等が実施されている運賃１割引き
とを組み合わせて利用することができます。 

 
⑦ 申請方法 

 市役所障害福祉課へ、下記を持参してください。 
 
新規申請 
身体障害者手帳または特定医療費（指定難病）受給者証 
 

 中型タクシー助成券と交換を希望される場合 
松原市障害福祉タクシー料金助成券 
身体障害者手帳または特定医療費（指定難病）受給者証 
 



 
 

利用できるタクシー会社は変更になる場合がありますので、ご注意ください 

★市内事業所有      ☆市内事業所無 

※タクシー会社には乗車する前に当該『助成券』が利用可能かの事前確認をしておいてください。                       

※近鉄タクシーはナビダイヤルです。 

                                     

 

 

●問合せ 松原市役所 福祉部 障害福祉課  

TEL 072-334-1550  FAX 072-337-3007 

 

協力機関名称 連絡先 

★ 愛和介護タクシー協会 ０７２１-８７-０４４３ 

★ 大阪福祉タクシー運営連絡協議会 ０６-６１２５-５４００ 

☆ おでかけかいご（同）三喜  ０７２-９３１-０１０６ 

★ 介護タクシー リリーフKOSAKA ０９０-９８７９-７６１０ 

★ 介護タクシー２７ ０６-７８９０-７９８０  

☆ 近鉄タクシー ０５７０-０６-９００１  

★ クローバー介護タクシー  ０７２-３２１-７１１１ 

★ ケアタクシーふじた ０７２-３３１-７６５５ 

★ こもれび  ０８０-２５２２-３１４２ 

★ 堺介護タクシー協会  ０１２０-０９９-０９９  

★ 全国福祉輸送サービス協会 大阪支部 ０６-６２６８-２９４５  

☆ 全日本介護タクシー事業者会 ０６-６７５５-４５８９ 

☆ ナイスサポート ０７２-２７５-８０８６ 

★ 日本福祉タクシー協会連合会 ０６-６４３７-８７２０ 

☆ ハートフルサンク ０７２-２８９-７８３３ 

☆ まごころケアサービス ０７２-９５４-４１８８ 

★ まいど福祉タクシー ０９０-９９８８-１１１０ 

☆ 結いの風 ０８０-３６０２-１１６５ 

☆ みんなのかいごたくしーゆうふく ０７２-９７０-０８８８ 

☆ リライアブル  ０１２０-８２７-０１４ 

松原市マスコットキャラクター マッキー 

 


